
改正労働安全衛生規則
～事業者が意識すべき点～

熱中症対策義務化のポイント

2025年１２月１９日

日本社会保険労務士法人

特定社会保険労務士 山口 友佳

令和７年の最新情報
千葉県の気候変動影響と熱中症対策



１．熱中症災害と改正の背景①

近年、職場における
熱中症の死傷者数
は増加しており、死
亡災害は３年連続で
30人レベルとなっ
ている。

熱中症は死亡災害
に至る割合が他の
災害の５～6倍。

死亡者の約7割は
屋外作業に従事。
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出典：厚生労働省「令和6年『職場における熱中症による死傷災害の発生状況』」



１．熱中症災害と改正の背景②

労働安全衛生法は、「事業者は、高温などによる健康障害を防止するた
め必要な措置を講じなければならない」と定めており、具体的には、労働
安全衛生規則の規定に基づき、「塩及び飲料水」を備えること等が義務
付けられている。

しかしながら、近年、熱中症による死亡災害は年間30人を超え、労災に
よる死亡者数全体の約４％を占めるなど、その対策が重要となっている。
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出典：厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策のススメ」



１．熱中症災害と改正の背景③

また、熱中症による死亡災害の多くには「初期症状の放置・対応の遅れ」
が見られるが、現行法令上、早期発見や重篤化を防ぐための対応につい
ては定めがない。

このため、6月1日より、熱中症による健康障害の疑いがある者の「早期
発見や重篤化を防ぐために必要な対応」を事業者に義務付けることとし
た（罰則は「６か月以下の拘禁刑※または５０万円以下の罰金」）。
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出典：厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

※2026年1月９日に文言を修正しました



２．義務化の概要①

事業者は、「熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業」を行うと
きは、異常を早期に発見するため、作業に従事する者が熱中症の自覚症
状がある場合や作業に従事する者が熱中症による健康障害を生じた疑
いがあることを見つけた場合にその旨を「報告させるための体制」を整
備し、関係者に周知しなければならない。

事業者は、 「熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業」を行う
ときは、作業中止、身体冷却、医療機関への搬送等、症状の重篤化を防ぐ
ために「必要な措置の内容及びその実施手順」をあらかじめ定め、「関係
者へ周知」しなければならない。
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２．義務化の概要②

つまり、「報告体制の整備」「悪化防止手順の構築・周知」を
しなければならない！
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出典：厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」



３．報告体制の整備①

「熱中症の自覚症状がある作業者」や
「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、
その旨を報告するための体制整備及び
関係者への周知をしなければならない。

「報告するための連絡先」や「担当者」を
定める（電話番号やメールアドレス）
「緊急搬送先」なども記載。

労務担当者のほか、衛生管理者などが考えられる。
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出典：厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」



３．報告体制の整備②

すでにある「緊急連絡網」をカスタマイズするのがスムーズ。

厚生労働省は、職場巡視、バディ制の採用、
ウェアラブルデバイスの活用などを推奨している。
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熱中症発生時（疑いを含む）の報告先

０９０ー****―****●●責任者

０９０ー****―****●●代理（責任者不在時）

（**）****ー****●●病院緊急搬送先



３．報告体制の整備③

ポイントは「誰に」報告するのかを明確化すること（班長・職長・労務担
当・衛生管理者など）

報告体制そのものはシンプルに（意思決定までのスピードが重要）。

近隣の病院・診療所の連絡先及び救急相談ダイヤル（＃７１１９）も記載し
ておくとよい。

報告項目も決めておく（体調の異変・時間帯・作業内容・水分補給状況な
ど）⇒ポケットサイズの紙などで携行できるようにしておく

後日、記録を保管する（改善策を検討する材料にする）。衛生委員会で
の検討、産業医に意見を求める。

9



４．悪化防止のための手順の作成・周知①

作業場ごとに、「作業離脱」「身体の冷却」「医療機関への搬送」等熱中症に
よる重篤化を防止するための必要な措置の実施手順を定める。

定めた実施手順を関係作業者へ周知する。

厚生労働省が発行しているパンフレットの５P、６Pを参考に作成する。

https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
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４．悪化防止のための手順の作成・周知②

11 出典：厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」 Ｐ５ Ｐ６



４．悪化防止のための手順の作成・周知③

「事業場ごと」ではなく「作業場ごと」である点に注意。各作業場で「応急処
置の手順」をあらかじめ定めておく（作業離脱⇒身体冷却⇒医師の診察）。

今回の措置義務は「実施手順の作成」であり、この手順に基づく措置を講
じる事までを義務化したわけではないが、実際に労災事故が発生した場
合は、手順通りに機能していたかが問われる（＝実態が伴わなければ当然
に会社不利に働く）

構築した「報告体制」・「実施手順」は、「関係者」に周知する必要があるが、
これは「労働者」のみを指しているわけではない。作業に従事する者全体
に伝わらなければ意味がない。

手法は、文書配布、作業場や休憩室での掲示、社内イントラネットでの共有
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５．「熱中症のおそれのある作業」とは？①
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出典：厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

出典：厚生労働省ＨＰ



５．「熱中症のおそれのある作業」とは？②
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出典：厚生労働省ＨＰ

暑さ指数（WBGT：Wet Bulb Globe Temperature、湿球黒球温度）」
は、熱中症を予防することを目的として、1954年にアメリカで提案された
指標。単位は気温と同じ摂氏(℃)だが、気温、湿度、日射、気流の4要素を
総合的に評価する



５．「熱中症のおそれのある作業」とは？③

発生状況を業種別に分類するとやはり「建設業」「製造業」
「運送業」「警備業」などが多いが、義務化の対象は、「屋外作
業・高温の作業場」に限定されていないことに注意。

たとえば、屋外でのイベントが発生したり、屋内でも湿度の
高い、熱のこもった空調設備の不十分な場所での作業、炎天
下の営業まわり等であれば、該当しうる。

⇒「うちはオフィスワーク（屋内作業）だから対象外・・・」という
思い込みは危険！
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５．「熱中症のおそれのある作業」とは？④

16

出典：厚生労働省「令和6年『職場における
熱中症による死傷災害の発生状況』」



６．対象者は？

規則では「作業に従事する者」という呼び方をしている
⇒労働者のみならず、労働者と同じ場所で就労する、労働者
でない者（フリーランスなど）も保護する趣旨と考えられる。

同じ作業場にいる場合は、同様に今回の措置を講じる必要が
ある。
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７．実務上のリスク①

今回の改正は客観的な基準の明示
⇒今回の措置が適切に履行されず、労災が発生した場合、

刑事事件に発展するリスクが高い
（「何をすべきか」が明確になったので、守らなかった場合の

責任追及が格段にされやすくなる）

使用者の安全配慮義務違反が問われる可能性もある。

各都道府県の労働局も、業界団体や事業主へ、熱中症対策の
徹底を要請している。
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７．実務上のリスク②
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出典：東京労働局ＨＰ



７．実務上のリスク③
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熱中症に関する判例

被用者（事故当時34歳）が、造園業を営む者（使用者）に雇用されて
伐採・清掃作業に従事していたところ、熱中症により死亡した。

両親が、当該死亡は使用者の安全配慮義務違反によるものであると
主張して、使用者に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案。

⇒使用者に対し、損害賠償（逸失利益、慰謝料、弁護士費用等）が命じられた。

（大阪高裁平成28年１月21日判決）

⇒慰謝料2,500万円、逸失利益1,680万円を認定
（会社に約3,600万円の賠償責任あり）



７．実務上のリスク④
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労働契約法第５条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身
体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするも
のとする」と定めている（安全配慮義務、注意義務）。

最近の判例では、労働安全衛生法令および行政通達等で示された対策（厚
労省の対策要綱等）が遵守されているかが安全配慮義務履行の判断基準
となっており、暑熱ストレスの評価・熱中症発症のリスク評価を行わずに作
業に従事させた事案について、安全配慮義務違反を認めている。

（福岡小倉地判令和6年２月１３日、福岡高判令和７年２月１８日）

裁判所は、「労災発生リスクの予見」、「予防策の履行」、「教育の実施」、「異
変を察知する体制」、「フローの機能」という「総合的な体制」をチェックする。

⇒一部ではなく、全体的に対応できているかが問われる。



８．企業が取り組むべき ４つの事項

（１）作業環境管理

（２）作業管理

（３）健康管理

（４）労働衛生教育
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厚生労働省パンフレットP2「熱中症予防
対策」をどれだけ丁寧に講じているか

出典：厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」



８．企業が取り組むべき ４つの事項

（１）作業環境管理
①直射日光並びに周囲の壁面及び地面からの照り返しを遮ることができる

簡易的な屋根を設ける（WBGT値の低減）。

②高温多湿作業場所の近隣に冷房を備えた休憩場所又は日陰等の
涼しい休憩場所を設ける。

※WBGT値の低減を図るには、そもそも数値計や気象庁等において
数値を図る仕組みを作らなければならない。

23 出典：厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策のススメ」



８．企業が取り組むべき ４つの事項

（２）作業管理
①作業時間の短縮等。

②暑熱順化（以下参照）の時間を設ける ⇒熱に慣れさせるよう時間を確保

③自覚症状の有無にかかわらず水分・塩分を摂取させる。

④熱を吸収・保熱しやすい服装を避け、透湿性・通気性の良い服装を着用
させる。空調作業服や冷却ベストなどの活用。

⑤作業中の巡視。
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出典：厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策のススメ」



８．企業が取り組むべき ４つの事項

25 出典：厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策のススメ」



８．企業が取り組むべき ４つの事項

（３）健康管理
①健康診断結果の把握（法定健診の実施）。

特に、熱中症発症のリスク因子となりうる
疾病を有する場合の配慮。

②日常の健康管理について指導し、必要に
応じて相談に応じる。

（睡眠不足、体調不良、前日の飲酒、朝食の未摂取など）

③作業中は、職場巡視を行い、必要に応じて、
バディ制やウェアラブルデバイスを採用。
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出典：厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策のススメ」



８．企業が取り組むべき ４つの事項
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出典：厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策のススメ」



８．企業が取り組むべき ４つの事項

（４）労働衛生教育
①熱中症の症状・予防方法・緊急時の救急処置・熱中症の事例などについて、

作業を管理する者および労働者に対して教育を実施する。

②安全委員会・衛生委員会の議題とすることも望ましい。
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出典：厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策のススメ」



ご参考 チェックリストの例
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出典：厚生労働省「職場における熱中症予防対策自主点検表」 出典：厚生労働省「熱中症に関する健康状態自己チェックシート」



日本社会保険労務士法人について
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代表社員：淡路 友幸
従業員数：１１０名
事業内容：

①労働保険・社会保険手続き
②給与計算
③助成金申請代行
④労務コンサルティング（相談・規則作成等）

設立：２００９年６月
本社：東京都豊島区南大塚３－３２－１
（他に埼玉北浦和、北海道江別に拠点あり）


